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福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣 旨） 

第１条 この要綱は、県内の観光施設のユニバーサルデザイン化の整備に資する施設改修や機

器の導入に要する経費に対し、予算の範囲内において福岡県ユニバーサルツーリズム推進事

業費補助金（以下「補助金」という。）を交付することにより、年齢や性別、障がいの有無等

に関わらず、誰もが安心して楽しむことができる旅行（ユニバーサルツーリズム）の受入体

制の整備を推進することを目的とし、その交付については、「福岡県補助金等交付規則」（昭

和３３年福岡県規則第５号。以下「規則」という。）によるほか、この要綱の定めるところに

よる。 

 

（定 義） 

第２条 この要綱において「観光施設」とは、観光客が利用する施設であり、観光地への誘客

に直接つながる施設とし、別表１に掲げる施設のうち、知事が必要かつ適当と認めるものと

する。 

  ただし、以下に該当する場合は、この補助金の交付の対象としない。 

（１）国及び地方公共団体が管理又は運営する施設 

（２）北九州市又は福岡市に所在する施設 

（３）県内に所在する宿泊施設 

 

（補助対象者） 

第３条 補助対象者（以下「事業者」という。）は、福岡県内（政令市を除く。）で観光施設を

所有または運営する者とする。 

２ 前項で規定する補助対象者のうち、以下に該当する場合、この補助金の交付の対象としな

い。 

 （１）暴力団又は暴力団員 

 （２）暴力団員が事業主又は役員であるもの 

 （３）暴力団と密接な関係を有するもの 

  （４）県税に滞納があるもの 

 

（補助対象期間） 

第４条 補助対象期間は、交付決定の日から、交付決定に係る県の会計年度の３月１０日まで

とする。 

 

（補助対象事業） 

第５条 この補助金の交付の対象となる事業は、事業者が福岡県内に有する観光施設のユニ

バーサルデザイン化の整備に効果的な事業であって、知事が必要かつ適当と認める事業とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、補助金の交付対象とし

ないものとする。 

（１）補助事業と同一内容の事業について、県又は他の公的機関から過去に補助金の交付を

受けている又は将来補助金の交付を受けることが確定しているとき 

（２）他の事業者の委託を受けて行う事業 

 

（補助対象経費） 
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第６条 この補助金の交付の対象となる経費は、別表２に掲げる経費のうち、知事が必要かつ

適当と認めるものとする。 

 

（補助率及び補助限度額） 

第７条 補助率及び補助限度額は、別表３のとおりとする。 

２ 算出された補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。 

 

（補助金の交付申請） 

第８条 この補助金の交付を申請しようとする者（以下「交付申請者」という。）は、知事が別

に定める期限までに、「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金交付申請書」（様式

第１号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。 

（１）申請者調書（様式第１号の２） 

（２）役員名簿（様式第１号の３） 

（３）事業計画書（様式第１号の４） 

（３）補助対象経費収支予算書（様式第１号の５） 

（４）暴力団排除に係る誓約書（様式第１号の６） 

（５）承諾書（様式第１号の７） 

（６）課税・免税事業者届出書（様式第１号の８） 

（７）その他知事が必要と認める書類 

２ 交付申請者は、補助金の交付の申請に当たっては、当該補助金に係る消費税及び地方消費

税（以下「消費税等」という。）に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及び地

方消費税相当額のうち、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定により仕入れに係る

消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助率を乗じて得た金額を

いう。以下「消費税等仕入控除税額」という。）を減額して申請しなければならない。 

３ 前項の規定のうち、以下に掲げる補助事業者にあっては、消費税等を補助対象経費に含め

て補助金額を申請できるものとする。 

 （１）消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

 （２）免税事業者である補助事業者 

 （３）簡易課税事業者である補助事業者 

 （４）消費税法第 60条第４項の規定により地方公共団体等に対する仕入れに係る消費税額の 

控除の特例が適用される補助事業者 

 （５）課税事業者のうち課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後の返 

還を選択する補助事業者 

 

（交付の決定） 

第９条 知事は、前条の規定により補助金の交付申請があったときは、県が設置する審査委員

会においてその内容及び額について審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、

「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金交付決定通知書」（様式第２号）により交

付申請者に通知する。 

２ 知事は、前項の場合において必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき、

条件を付して補助金等の交付の決定をすることができる。 

 

（交付申請の取り下げ） 

第１０条 交付申請者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補
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助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があり、申請を取り下げようとす

るときは、交付決定の日から１０日以内にその旨を記載した書面を知事に提出しなければな

らない。 

 

（補助事業の変更） 

第１１条 交付の決定を受け補助事業を行う者（以下「補助事業者」という。）は、補助事業者

の内容又は経費を変更しようとする場合、速やかに「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事

業費補助金に係る補助事業の変更承認申請書」（様式第３号）を知事に提出し、その承認を得

なければならない。 

ただし、次の場合を除く。 

（１）補助事業に要する経費が２０パーセント以内の減額となる内容の変更を行う場合。 

（２）補助事業の目的及び遂行に影響を及ぼさない範囲で、交付対象の規格、仕様の変更、 

その他補助事業の軽微な内容の変更を行う場合。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ条件を付し、又はこれを変更するこ

とができる。 

３ 知事は、第１項の承認を行った場合は、「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金

に係る補助事業の変更承認通知書」（様式第４号）により補助事業者に通知するものとする。 

 

（補助事業の中止又は廃止） 

第１２条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止しようする場合、あらかじめ「福岡県ユニ

バーサルツーリズム推進事業補助金に係る補助事業の中止（廃止）承認申請書」（様式第５

号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

２ 知事は、前項の承認をする場合において、必要に応じ条件を付し、又はこれを変更するこ

とができる。 

３ 知事は第１項の承認を行った場合は、「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業事業費補助

金に係る補助事業の中止（廃止）承認通知書」（様式第６号）により補助事業者に通知するも

のとする。 

 

（補助事業遅延等の報告） 

第１３条 補助事業者は、補助事業が補助対象期間内に完了することができないと見込まれる

場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、あらかじめ「福岡県ユニバーサル

ツーリズム推進事業費補助金に係る補助事業遅延等報告書」（様式第７号）を知事に提出し、

その指示を受けなければならない。 

 

（状況報告） 

第１４条 補助事業者は、補助事業の遂行又は支出状況について知事の要求があったときは、 

速やかに「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金に係る遂行状況報告書」（様式第

８号）による実施状況報告書により知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書の提出） 

第１５条 補助事業者は、補助事業が完了した日（補助事業の廃止の承認を受けた日を含む。）

から起算して１４日以内又は交付決定に係る県の会計年度の３月１０日のいずれか早い期日

までに、「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金に係る補助事業実績報告書」（様

式第９号）に次に掲げる書類を添えて知事に提出しなければならない。ただし、知事が必要

と認めるときは、改めて提出期限を定めることができる。 
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（１）事業報告書（様式第９号の２） 

（２）補助対象経費収支決算書（様式第９号の３） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

２ 補助事業者は、実績報告を行うに当たって、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らか

な場合には、当該消費税等仕入控除税額を減額して報告しなければならない。ただし、第８

条第３項に定める補助事業者はこの限りではない。 

 

（補助金の額の確定） 

第１６条 知事は、補助事業者から実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助事

業の実施結果が補助金の交付の決定の内容（第１１条に基づく承認をした場合は、その承認

した内容）及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定

し、「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金に係る額の確定通知書」（様式第１０

号）により通知するものとする。 

 

（補助金の支払い） 

第１７条 知事は、前条の規定に基づき交付すべき補助金の額を確定した後、補助事業者に対

して精算払いを行うものとする。ただし、知事が補助金の交付の目的を達成するために必要

があると認める場合には、補助事業者に対し、概算払いにより交付することができる。 

２ 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、「福岡県ユニバーサルツーリズム推

進事業費補助金精算払（概算払）請求書」（様式第１１号）を知事に提出しなければならない。 

 

（交付決定の取消） 

第１８条 知事は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交

付決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）法令、本要綱又はこれらに基づく知事の処分若しくは指示に違反したとき。 

（２）知事が提出を求める書類等を期限内に提出しないなど、補助事業に関して、怠慢と認め

られる行為を行ったとき。 

（３）補助金を補助事業以外の用途に使用したとき、又は交付決定の内容やこれに付された条

件に違反したとき。 

（４）補助事業や提出書類等に虚偽その他不正の行為があったとき。 

（５）交付決定後生じた事情の変更等で、補助事業の全部又は一部を継続することができない

と判断したとき。 

（６）第３条第２項に規定するものに該当することが明らかになったとき。 

２ 前項の規定は、第１４条の規定に基づく額の確定があった後においても適用する。 

３ 知事は、第１項の規定に基づく交付決定の取消を行ったときは、「福岡県ユニバーサルツー

リズム推進事業費補助金交付決定取消通知書」（様式第１２号）により補助事業者に速やかに

通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１９条 知事は、前条の規定に基づき補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合に

おいて、当該取消しに係る部分に対する補助金の交付を既に行っているときは、その補助金

の返還を命ずるものとする。 

２ 知事は前項に基づき補助金を返還させるときは、次に掲げる事項を補助事業者に通知する。 

（１）返還すべき補助金の額 

（２）加算金及び延滞金に関する事項 
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（３）返還期限 

 

（補助金の経理） 

第２０条 補助事業者は、本補助事業に係る経理の収支を明らかにするために、これに関する

帳簿及び証拠書類その他補助事業の実施に関する必要な書類を整備し、補助期間が終了した

日の属する年度の翌年度から５年間保存しなければならない。 

 

（帳簿書類の検査等） 

第２１条 知事は、本事業の適正かつ円滑な実施を図るため、必要に応じて補助事業者に報告

を求め、本補助事業に係る帳簿及び証拠書類、その他補助事業の実施に関する必要な書類や

物件を検査できるものとする。 

 

（財産の管理及び処分） 

第２２条 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該事業により取得し、又は効用が増加

した設備等（以下「交付対象物」という。）を、善良な管理者の注意をもって管理するととも

に、補助金交付の目的に沿って、その効果的な運用を図らなければならない。 

２ 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用が増加したと知事が認める交付対象物を、

ほかの用途に使用、譲渡、交換、貸付、又は担保の用に供しようとするときは、あらかじめ

「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金に係る取得財産処分承認申請書」（様式第

１３号）を知事に提出し、その承認を受けなければならない。 

３ 知事は、前項の承認を行った場合は、「福岡県ユニバーサルツーリズム推進事業費補助金に

係る取得財産処分承認通知書」（様式第１４号）により補助事業者に通知するものとする。 

４ 知事は、補助事業者が取得財産等を処分したことにより、収入がある又は収入があると見

込まれるときは、その収入の全部又は一部を県に納付させることができる。 

５ 第２項の承認が必要な財産は、当該財産の取得価格又は増加価格が５０万円以上の財産で

あって、総務省所管補助金等交付規則（平成１２年総理府・郵政省・自治省令第６号）に定

める期間を経過していないものとする。 

 

（成果の発表） 

第２３条 知事は、補助事業が完了したときは、補助事業者と協議の上、その成果を発表させ

ることができるものとする。 

 

（債権譲渡の禁止） 

第２４条 補助事業者は、第９条の規定に基づく交付決定によって生じる権利の全部又は一部

を、知事の承諾を得ずに第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 

 

（その他） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の実施に関して必要な事項は、別に定める。 

 

  附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行し、令和８年度から令和１０年度までの補助金に

適用する。 
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別表１ 

 観光施設 

観光施設 施設例 

文化施設 
博物館、美術館、水族館、植物園、動物園、資料館、公園・庭園、 

展示場等 

歴史施設 遺跡、名所・旧跡、城郭、歴史的建造物等 

娯楽施設 
テーマパーク・遊園地、観光農園・牧場、海水浴場、スポーツ施設、

郷土芸能関連施設、展望台等 

食事買物施設 お土産店、農産物直売所・食堂、レストラン、道の駅等 

温泉施設 温泉、足湯等 

その他施設 体験施設、観光案内施設、その他 

 

別表２ 

補助対象経費 

補助対象事業 補助対象経費 補助対象例 

施設改修 

事業者が補助対象施設の敷地内において

行うユニバーサルデザイン化のための工

事を伴う施設改修事業に係る以下の経費 

（１）施設の改修に必要な設計費、工事

費、工事請負費及び工事事務費（工事

施工のため直接必要な事務に要する費

用であって、旅費、消耗品費、通信運

搬費、印刷製本費及び設計監督料等を

いう。） 

（２）備品購入費（施設改修を補完する

ために必要なものに限る） 

（３）その他必要と認める経費 

・手すりやスロープの設置 

・出入口や廊下幅の拡幅 

・開き戸から引き戸への改修 

・段差解消 

・多機能・多目的トイレの設置  

等   

                    

機器導入 

補助対象施設内におけるユニバーサルデ

ザイン化に資する機器の導入に係る以下

の経費 

（１） 備品購入費 

（２）その他必要と認める経費 

・車いす 

・可動式スロープ 

・おむつ交換台  

・筆談式タブレット  

         等 

 

※ 事業の実施に当たっては、高齢者、障がい者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平

成１８年法律第９１号）（バリアフリー法）等の関係法令や「高齢者、障がい者等   

の円滑な移動等に配慮した建築設計基準」等のバリアフリー化に関する基準等を踏まえる 

こと。 
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なお、以下の経費は、いずれの申請区分においても補助対象としない。 

ア 補助対象施設内の遊興施設に該当する部分（ゲームコーナー、カラオケボックス等） 

においてのみ実施される事業に係る経費 

イ 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの、または事業期間終

了後に納品、検収等を実施したものに係る経費 

ウ 消費税及び地方消費税（ただし、第８条第３項に規定する補助事業者は補助対象経費

に含めることができる）、収入印紙代、銀行振込手数料（先方負担とした場合を含む）、

代金引換手数料 

エ 交付対象物の設置・保管場所の家賃、使用料、保管料、地租 

オ 光熱水費、通信費、従業員の人件費及び旅費（マーケティング調査に係る旅費を除

く） 

カ レンタルに係るリース費用 

キ 補助対象の保守管理費、各種保険料 

ク 汎用性があり、目的外使用になり得る備品、設備（自動車、事務用のパソコン、プリ

ンタ、デジタル複合機等）の購入等に要する経費。ただし、それがユニバーサルツーリ

ズムに資する場合は、対象とする。 

ケ 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入等に係る経費 

コ クラウドサービス等による事業実施期間外の使用料・ライセンス料（事業実施期間中

の使用料・ライセンス料は除く） 

サ 上記のほか、福岡県知事が本事業の目的として適当でないと認める経費 

 

別表３  

補助率及び補助限度額 

補助対象事業 補助限度額 補助率 

施設改修 ５００万円（Ａ） Ａ・Ｂ合計して 

５００万円 
２分の１以内 

機器導入 ５０万円（Ｂ） 

 

 


